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これまでの経緯と何故いまグランドデザインを検討するのか

これまでの経緯

2007年 旧脇村邸の取得

2007年 野外活動センターの利用停止

2016年 野外活動センターの利活用検討→休止

2020年 郷土資料館の利用停止

何故いまグランドデザインを検討するのか

各施設の老朽化の顕著化

長柄桜山古墳の整備完了

地域の自治会から防災機能向上の要望



旧脇村邸の経緯

●1933年
三井物産常務取締役だった藤瀬政次郎氏
の妻、秀子夫人が別荘として建築
●1959年
経済学者の脇村義太郎氏が取得
●1997年
脇村氏の死去後、遺族が国に物納
●2007年
市民の保全要望をうけ、逗子市が取得し公
園内施設として管理

以後、市民団体のボランティアによる維持
管理、年１回程度の限定公開

◆旧脇村邸
昭和８年竣工
木造２階 408.93㎡
景観重要建造物
登録有形文化財



旧野外活動センター・第一第二休憩所の経緯

●1969年
民間企業の社員寮として建設

●1984年7月
逗子市が取得し「青少年野外教育セン
ター」として開設
●2006年6月
宿泊機能が建築基準法の用途規制に適合
していないことが判明し閉鎖
約21年間活用
木造建築は休憩所として使用を継続
●2016年～2017年
市民団体が逗子市の協働事業提案制度等
を用い建物の活用に向け検討を開始。
居住型の交流施設としての活用を提案す
るが、合意形成が得られず休止

◆旧野外活動センター
昭和44年竣工
壁式RC造3階
835㎡

◆第一、第二休憩所
昭和34年竣工
木造平屋（2棟）
145.19㎡、99.17㎡



旧郷土資料館の経緯

●1912年
横浜の実業家の別邸として建築
●1917年
徳川宗家第16代当主家達の別邸として使
われた。1944年に民間企業に渡る
●1984年
逗子市が取得し、市政施行30周年を記念
して郷土資料館として開館
●2018年
財政対策プログラムにより利用停止
●2020年3月
一定の役割は果たしたとして用途廃止

◆旧郷土資料館
大正元年竣工
木造平屋（2棟）
197.27㎡、75.33㎡



各施設の条件整理（１）

１．現存する施設 ２．条件等の整理

（都市計画公園）

◆旧脇村邸
昭和８年竣工
木造２階 408.93㎡
景観重要建造物
登録有形文化財

◆旧郷土資料館
大正元年竣工
木造平屋（2棟）
197.27㎡、75.33㎡

項目 内容 見解

用途地域 第一種低層住居専用地域
（都市計画公園内）

都市計画決定公園の過半が市街化
調整区域のため第一種低層住居専
用地域の用途制限は適用されない

用途変更 特殊建築物で200㎡を超えるも
のへ変更する場合

集会場機能が200㎡を超える場合
は確認申請が必要

構造 地震時の構造耐力を満たしてい
ない

耐震化が必要。面積が広く2階建
てのため費用大

内装制限 客席床面積100㎡以上
壁と天井の仕上材が制限される

面積が広く基本的に不燃化する必
要がある

３．考察

• 建物の価値が施設内で最も
高く保全が望まれる。

• 建築基準法3条「その他条
例」に該当するよう景観条
例を改正し、建築審査会の
同意を得ることで構造、内
装制限の緩和が可能。

• 民泊としての活用であれば
用途変更及び上記の対応は
不要

項目 内容 見解

用途地域 第一種低層住居専用地域
（都市計画公園内）

都市計画決定公園の過半が市街化
調整区域のため第一種低層住居専
用地域の用途制限は適用されない

用途変更 特殊建築物で200㎡を超えるも
のへ変更する場合

１棟あたり200㎡未満のため確認
申請は不要

構造 地震時の構造耐力を満たしてい
ない

耐震化が必要。平屋のため費用は
抑えられる可能性あり

内装制限 客席床面積100㎡以上
壁と天井の仕上材が制限される

集会スペースを100㎡以内に抑え
れば制限なし

• 「その他条例」の適用、建
築確認申請なく活用が可能。

• 建物規模、民家からの離隔
を考えると他施設よりも活
用へのハードルが低い。

• 建物の劣化が顕著で不確定
要素が多く改修計画が立て
ずらい。



各施設の条件整理（２）

（条例公園）

◆旧野外活動センター
昭和44年竣工
壁式RC造3階
835㎡

◆第一、第二休憩所
昭和34年竣工
木造平屋（2棟）
145.19㎡、99.17㎡

項目 内容 見解

用途地域 第一種低層住居専用地域
（条例公園内）

法令上は住宅利用（低層住宅に係
る良好な住居の環境保護）が基本

用途変更 特殊建築物で200㎡を超えるも
のへ変更する場合

集会場機能が200㎡を超える場合
は確認申請が必要

構造 市が委託した結果は耐震性なし
だが、その後の調査で耐震性が
ある可能性あり

そのまま利用できる若しくは軽微
な補強で使用できる可能性あり

内装制限 客席床面積100㎡以上
壁と天井の仕上材が制限される

住宅としての利用であれば適用外

１．現存する施設 ２．条件等の整理 ３．考察

• 老朽化が進んでいるので、
大規模な改修が必要。

• 2018年に住宅宿泊事業法が
施行され、2007年以前の宿
泊棟として復活できる可能
性がある。

• 郷土資料、備品類等の倉庫
として、かなり面積を使っ
ているので整理が必要。

項目 内容 見解

用途地域 第一種低層住居専用地域
（条例公園内）

法令上は住宅利用が基本。現在は
事前予約し特定された市民が休憩
しているだけという解釈で利用

用途変更 特殊建築物で200㎡を超えるも
のへ変更する場合

１棟あたり200㎡未満のため確認
申請は不要

構造 2006年に耐震補強工事を実施 老朽化が課題

内装制限 客席床面積100㎡以上
壁と天井の仕上材が制限される

住宅としての利用であれば適用外

• 耐震補強工事を実施してい
るものの老朽化が著しく進
んでいる。

• 休憩所の利用方法について
検討が必要。



これまでの経緯を踏まえた前提条件

1. 各施設を単体で考えるのではなく、長柄桜山古墳を含めたグ
ランドデザイン（地域再生計画）を作成する。

2. 逗子市の魅力向上、市民の満足度向上に資する計画とする。

3. 施設整備、維持管理を含め民間活力を最大限活用する。

4. 公園内であることや過去の経緯を踏まえ、基本的に各施設の
住居利用はしない。
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利活用計画の例示

あくまで例示であり
決定している訳ではありません

●第一、第二休憩所
休憩所

各施設を繋ぐ園路の再整備

●旧脇村邸
宿泊施設
レストラン
体験学習施設

●郷土資料館
ビジターセンター
公衆トイレ
郷土資料の季節展示
週末カフェ
市民活用スペース

●野外活動センター
防災備蓄庫・一時避難所
集会所・休憩所・宿泊施設
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旧野外活動センターの間取り

事務事務室

トイレ

食堂



玄関

玄
関

郷土資料館の間取り



旧脇村邸の間取り


